
様式第9号の2（第16条第1項関係）

事業の種類

労働者派遣事業（食料品製造業）

時間外労働をさせる
必要のある具体的宰由

別紙（労使協定杏）のとおり

時
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日
労 別紙のとおり
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事業の名称

時間外労働に関する協定届休日労働
労働保険番号 国国国回回国m囚工国国国回回□ ロロロ

回堕幻幽し匹」I 基臼号 II 枝臼． Il 笠一括平祖名号 1

法人番号 回回区l回回回□□］回国国国国

事業の所在地（霊話番号） 協定の有効期間
(T 2 8 9-151 3) 冷和6年10月1日株式会社 パートマイスター 千葉県山武市松尾町猿尾21 2-3 MSビル2階20 2号室

（電話番号：0479-74-8099 ) 
延長することができる時間数

労働者数 所定労働時間 1日 1箇月（①については45時問ま
で、②については42時間まで）
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労働者数 所定休日 労働させることができる
業務の種類 （ 

満18歳 ） （
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意） 法 定 休 日 の日数以上の者
別紙のと別紙のとおり おり 毎週2日 別紙のとおり

～令和7年9月30日

1年（①については360時問ま
で、②については320時問まで）

起箋日 怜和（年月日） 6年10月1日
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労働させることができる法定
休日における始業及び終業の時刻

炉伯ややあ ＇）

上記で定める時間数 にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合箕した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間 を超過しない こと。 区l

（チェックボックスに要チェック）
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